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１　計画策定の意義
　廃棄物を取り巻く環境は、めまぐるしく変化しており、社会が持続ある成長を続ける

ためには、使い捨てのライフスタイルから資源を有効に利用して廃棄物をできるだけ減

らすとともに、市民・事業者・市の三者が、主体的にそれぞれの役割と責任を分担し、

ごみの減量・再資源化に取り組むことにより、環境への負荷を出来るだけ低減する「資

源循環型社会」を形成していくことが求められている。

　本市では、大月・都留の両市で設立した一部事務組合（大月都留広域事務組合）によ

り、ごみ処理施設及びリサイクルプラザを併用した「まるたの森クリーンセンター」を

設置し、全地域を対象に再資源化による分別収集に取り組み大きな成果をあげている。

　本計画は、このような中で「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する

法律」第８条に基づき、容器包装廃棄物の発生抑制及び分別収集を推進し、ごみの減量

化・資源化のため、市民・事業者・市それぞれの役割と責任を明確にし、関係者が一体

となって取り組むべき方針を示したものである。

　今後は、前期計画に引き続き、容器包装廃棄物のリサイクルが一層進展するよう、本

計画を円滑に実施し、環境への負担の少ないリサイクル社会を目指し、美しいふるさと

づくりを推進していくものである。

２　基本的方向
本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。

・廃棄物を適正に処理できる体制を整え、環境への負荷を軽減する循環型社会の構築を図る。

・市民・事業者と市が一体となったごみ減量化・リサイクル運動の積極的な展開を図る。

・さまざまな情報を公開し、共有することができる啓発活動を展開していく。

・容器包装廃棄物の分別収集対象品目の拡充により、一層の資源化の促進を図る。

３　計画期間

本計画の計画期間は平成２３年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定する。

４　対象品目
　本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール缶、アルミ缶、ガラス製容器（無色、茶

色、その他）、飲料用紙パック、その他の紙製容器包装、段ボール、ペットボトル、

白色トレイ、その他のプラスチック製容器包装を対象とする。

５　各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
（法第８条第２項第１号）

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

容器包装廃棄物 5,095ｔ 5,126ｔ 5,156ｔ 5,187ｔ 5,220ｔ

－1－



６　容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
（法第８条第２項第２号）

　容器包装廃棄物の排出の抑制のため以下の方策を実施する。

  なお、実施にあたっては、市民、事業者、再生事業者等がそれぞれの立場から役割を

分担し、相互に協力・連携を図る。

(１)環境教育、啓発活動の充実

・小中学校等の環境教育の推進　地域や学校等との連携強化、またボランティア団体等

　の協力による清掃活動を通じ、ごみの減量とリサイクルの重要性を周知するよう啓発

  活動の充実を図る。

・ごみの減量やリサイクルに対する意識の醸成を図るために、市民出前講座により職員

　が自治会等へ出向き、説明や意見交換を行う。

・まるたの森クリーンセンターの見学機会の拡大を図り、市民、事業者に対して、ごみ

　の排出量、処理経費及び処分場の現状等を示し、ごみの減量とリサイクルの認識を高

　める機会を増やす。

(２)マイバッグの推進と過剰包装の抑制

・繰り返し使用が可能なマイバッグ等の持参の普及啓発等を積極的に行うとともに、ス

　ーパーマーケット等の小売店などに対して容器包装の使用抑制や、包装の簡素化及び

　リターナブル容器、再資源を原料とした製品の積極的な利用、販売に努めるよう協力

　を求める。

７　分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物

の収集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号）

  分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。

  また、市民・事業者の協力度、現在の収集体制、選別処理能力及び施設設備等を勘案し、

収集に係る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分

主としてスチール製の容器 スチール缶

主としてアルミの製容器 アルミ缶

主として　　　・無色のガラス製容器 ガラスびん

ガラス製の　　・茶色のガラス製容器

容器　　　　　・その他のガラス製容器

主として紙製の容器であって飲料を充てんす
るためのもの（原材料としてアルミニウムが
利用されているものを除く）

飲料用紙パック製品

主として段ボール製の容器 段ボール

主として紙製の容器包装であって上記以外の
もの

その他の紙製容器包装

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）
製の容器であって飲料又はしょうゆを充てん
するためのもの

ペットボトル

白色トレイ

その他のプラスチック製容器包装

主としてプラスチック製の容器包装であって
上記以外のもの

－２－



８　各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量
及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量
の見込み（法第８条第２項第４号）

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

17t 18t 19t 20t 21t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

51t 53t 55t 56t 59t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

39t 40t 41t 42t 43t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0 39t 0 40t 0 40t 0 41t 0 41t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

46t 48t 49t 51t 52t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

3t 0t 4t 0t 4t 0t 4t 0t 4t 0t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

3t 4t 4t 4t 4t

９　各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量
及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量
の見込みの算定方法

　特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で

定める物の量の見込については、「大月市一般廃棄物処理基本計画」における将来ごみ量推計に

より設定する。

　推計には原単位（年間１人あたりの平均排出量：㎏／人・年）を用い、品目ごとに将来原単位を推計

し、そこに将来推計人口を乗じた量により予測した。

　なお、将来人口推計は「大月市第６次総合計画」を基に次のとおり設定した。

（合計） （合計）

3t 4t 4t 4t 4t（うち白色トレ

イ）

（合計） （合計） （合計）

（合計） （合計）

3t 4t 4t 4t 4t主としてプラスチック製の容

器包装であって上記以外のも

の

（合計） （合計） （合計）

（合計） （合計）

46t 48t 49t 51t 52t
主としてポリエチレンテレフ

タレート（PET）製の容器で

あって飲料又はしょうゆその

他主務大臣が定める商品を充

てんするためのもの

（合計） （合計） （合計）

（合計） （合計）

39t 40t 40t 41t 41t主として紙製の容器包装で

あって上記以外のもの

（合計） （合計） （合計）

213t 219t

主として紙製の容器であって

飲料を充てんするためのもの

（原材料としてアルミニウム

が利用されているものを除

く）

8t

主として段ボール製の容器 195t 203t 208t

8t 9t

（合計）

43t

9t 9t

42t

（合計）

その他のガラス製容器

（合計） （合計） （合計）

39t 40t 41t

53t 55t 56t 59t

19t 20t 21t

茶色のガラス製容器

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

51t

35t 36t

無色のガラス製容器

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

17t 18t

主としてアルミの製容器 33t 34t 34t

39t 41t

２４年度 ２５年度
分別収集をする容器包

装廃棄物の種類
２３年度

主としてスチール製の容器 36t

２６年度 ２７年度

44t 46t

－３－



１０　分別収集を実施する者に関する基本的な事項
（法第８条第２項第５号）

　分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。

１１　分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
（法第８条第２項第６号）

　現在の施設で中間処理を実施する。

容器包装廃棄物の種類

スチール缶
金
属

中間処理

アルミ缶

リサイクルプラザ
（選別・圧縮施設）

民間業者プラスチック製容器包装 コンテナ スーパーによる店頭回収

リサイクルプラザ
（選別・圧縮施設）

民間業者

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

その他プラスチック製の容器包装

飲料用紙製品容器

段ボール

ペットボトル

白色トレイ 白色トレイ

収集に係る分別の区分 収集容器

スチール缶

アルミ缶

紙パック

段ボール

ペットボトル

アルミ缶

無色のガラス製容器

平成２３年度

29,878人

（対前年度比）

100.1%

平成２４年度

29,896人

（対前年度比）

100.1%

指定ごみ袋
及び

半透明袋

組合による定期収集

段ボール

ペットボトル

紐結束

指定ごみ袋
及び

半透明袋

スチール缶

アルミ缶

平成２７年度

29,950人

（対前年度比）

100.1%

選別・保管等段階

収集容器 収集車

スチール缶

分別収集する容器

包装廃棄物の種類
収集に係る分別の区分

平ボディ車
及び

パッカー車

収集・運搬段階

段ボール

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

飲料用紙製品容器

白色トレイ
その他プラスチック製の容器包装

ペットボトル

びん類

紙パック

パッカー車

ガ
ラ
ス

紙
類

プ
ラ
ス
チ
ッ

ク

びん類

指定ごみ袋
及び

半透明袋

紐結束

プラスチック製容器包装

指定ごみ袋
及び

半透明袋

コンテナ

平成２６年度

29,932人

（対前年度比）

100.1%

平成２５年度

29,914人

（対前年度比）

100.1%

－４－



１２　その他容器包装廃棄物の分別収集の実施し重要な事項
（法第８条第２項第７号）

・ 市民、地区代表による「大月市ごみ減量化推進協議会」を設置し、ごみ排出抑制、

　リサイクルの推進に努めている。

・ 市民対象の出前講座の開催により、ごみ減量化とリサイクル運動の啓発に努め

　　ている。

・ 毎年度、品目別に収集実績を確認・分析を行い、次回計画改定時の資料とする。

―５―




